
柏 崎 市 漁 業 就 業 者 支 援 事 業 補 助 金 交 付 要 綱  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 新 規 漁 業 就 業 者 に 対 し て 、 早 期 の 経 営 の 安 定

を 図 る ほ か 、 漁 船 購 入 を 推 進 す る こ と に よ り 、 生 産 性 の 向 上 、 経

費 の 削 減 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

 （ 交 付 手 続 ）   

第 ２ 条  補 助 金 の 交 付 に つ い て は 、新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則（ 昭

和 ５ ０ 年 規 則 第 ２ ９ 号 。以 下「 規 則 」と い う 。）に 定 め る も の の ほ か 、

こ の 要 綱 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 （ 補 助 対 象 者 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 者（ 以 下「 補 助 対 象 者 」と い う 。

）は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号 に 定 め る 要 件 を 満 た す

者 と す る 。  

⑴   新 規 漁 業 就 業 者 支 援  

ア  市 内 に 住 所 を 有 す る こ と 。  

イ  申 請 時 に ４ ５ 歳 未 満 で 漁 業 協 同 組 合 の 正 組 合 員 と な る 者  

⑵   漁 船 購 入 費 支 援  

ア  市 内 に 住 所 を 有 す る こ と 。  

イ  漁 業 協 同 組 合 員 の 正 組 合 員 で 漁 船 を リ ー ス 又 は 貸 付 で 講  

 入 す る 者  

ウ  支 払 開 始 時 期 か ら ５ 年 が 経 過 し て い な い 者  

エ  市 等 が 実 施 す る 漁 業 担 い 手 育 成 関 係 事 業 に 参 画 す る 意 欲  

を 有 す る こ と 。  

（ 補 助 対 象 経 費 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 の 対 象 と な る 経 費 （ 以 下 「 補 助 対 象 経 費 」 と

い う 。）は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 経 費

の と お り と す る 。  

⑴   新 規 漁 業 就 業 者 支 援  

 漁 業 経 費 、 研 修 費 、 飲 食 費 、 住 居 費 、 光 熱 水 費 、 被 服 費 等  

⑵   漁 船 購 入 費 支 援  

 漁 船 の リ ー ス 又 は 購 入 に 要 す る 経 費  

（ 補 助 金 の 交 付 基 準 ）  



第 ５ 条  補 助 金 の 交 付 額 等 は 、次 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、当 該 各 号 に 定

め る と お り と す る 。  

⑴   新 規 漁 業 就 業 者 支 援  

新 規 に 漁 業 に 就 業 す る 者 に 対 し 、１ ０ 万 円 ／ 月 を 定 額 補 助 し

、後 継 ぎ と な る 漁 業 組 合 員 の 子 で 親 と 生 計 を 共 に し て い る 者 に

対 し て は １ ／ ２ の 額 を 交 付 し 、 そ れ ぞ れ ２ 年 間 を 限 度 と す る 。 

⑵   漁 船 購 入 費 支 援  

 新 た に 漁 船 を リ ー ス 又 は 貸 付 で 購 入 し た 者 に 対 し 、月 々 の 支

払 額 の １ ／ ２ 以 内 。た だ し 、５ 万 円 ／ 月 を 上 限 と し ５ 年 間 を 限

度 と す る 。  

 （ 様 式 ）  

第 ６ 条  こ の 補 助 金 等 の 交 付 申 請 書 そ の 他 の 書 類 の 様 式 は 、次 に 掲 げ

る と お り と す る 。  

⑴   漁 業 就 業 者 支 援 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書  別 記 第 １ 号 様 式  

⑵   漁 業 就 業 者 支 援 事 業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書  別 記 第 ２ 号 様 式  

⑶   漁 業 就 業 者 支 援 事 業 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書  別 記 第 ３ 号 様

式  

⑷   漁 業 就 業 者 支 援 事 業 実 績 報 告 書  別 記 第 ４ 号 様 式  

⑸   漁 業 就 業 者 支 援 事 業 計 画 変 更 承 認 申 請 書  別 記 第 ５ 号 様 式  

⑹   漁 業 就 業 者 支 援 事 業 計 画 変 更 承 認 決 定 通 知 書  別 記 第 ６ 号 様

式  

⑺   漁 業 就 業 者 支 援 事 業 中 止（ 又 は 廃 止 ）承 認 申 請 書  別 記 第 ７ 号

様 式  

⑻   漁 業 就 業 者 支 援 事 業 中 止（ 又 は 廃 止 ）承 認 決 定 通 知 書  別 記 第

８ 号 様 式  

⑼   漁 業 就 業 者 支 援 事 業 補 助 金 概 算 払 申 請 書  別 記 第 ９ 号 様 式  

⑽   漁 業 就 業 者 支 援 事 業 補 助 金 確 定 通 知 書  別 記 第 １ ０ 号 様 式  

 （ 委 任 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 の 施 行 に つ い て 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め  

る 。  

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  



１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、そ の 効 力 を 失 う 。た だ し 、

補 助 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 ９ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、 な お そ

の 効 力 を 有 す る 。  

 


